
令和６年８月９日 

  

 

 

報道関係 各位                                            牛久市 

「牛久市内企業と牛久市との指定暑熱避難施設に係る協定」 

の締結について 

 

本件は、日本郵便株式会社と牛久市とが相互に連携・協力し、熱中症による人の健康に係る被

害の発生の防止が図られるよう、気候変動適応法に基づく指定暑熱避難施設(クーリングシェル

ター)を指定し、運営にあたり必要な事項を定めることを目的としております。 

 

 

 

【日時】 令和６年８月１９日（月） 午前９時３０分～１０時００分 

【場所】 牛久市役所本庁舎３階 庁議室 

 

 

 

日本郵便株式会社（牛久市内８局） 

・牛久郵便局 

・牛久駅西口郵便局 

・本牛久郵便局 

・牛久本町郵便局 

※熱中症の発生を防ぐため、協定締結前ではありますが、８月１日（木） 

から暑さをしのぐために訪れた方を受け入れていただいております。 

※開放時間等の詳細は、次ページの施設一覧をご覧ください。 

※去る７月１９日（金）に締結した民間施設（５社１５か所）と合わせると、計 ６社２３か所 となります。 

 

 

 

(１) 対象となる施設、供用部分 

(２) 開放可能日時、受入可能人数 

(３) 対象施設の適切な維持管理について 

(４) 熱中症特別警戒情報発表時の対応について 

(５) 熱中症特別警戒情報発表時以外の対応について 

(６) 開設日時等の変更時の協議について 

(７) 協定の有効期間について 

(８) 前各号に定めがない事項についての協議について 

 

協定の概要 

協定締結企業 

 

・牛久みどり野郵便局 

・ひたち野うしく郵便局 

・牛久岡見郵便局 

・奥野郵便局 

締結式開催 



 

 

 

 
 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

〇クーリングシェルターに関すること 

牛久市環境経済部環境政策課 

担当：飯島（内線 1560） 

 

主催：牛久市 

〇発信元 

〒300-12９２ 牛久市中央 3-15-1 

牛久市市長公室広報広聴課 

☎029-873-2111（内線 3221・3222） 

Email kouhou@city.ushiku.ibaraki.jp 

お問い合わせ 

指定箇所 ８施設８か所 

人  数 ６５人 

クーリングシェルター対象施設一覧（R6.８.１９協定締結） 


